
議 案 第 １ １ ４ 号  

 

 

伊 丹 市 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 及 び 伊 丹 市 立 障 害 者 デ イ サ  

ー ビ ス セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 の 指 定 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の  

規 定 に よ り 伊 丹 市 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 及 び 伊 丹 市 立 障 害 者 デ イ サ  

ー ビ ス セ ン タ ー の 指 定 管 理 者 を 下 記 の と お り 指 定 す る の で ， 同 条 第  

６ 項 の 規 定 に よ り ， 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

記  

 

１  指 定 す る も の  

   住  所  伊 丹 市 広 畑 ３ 丁 目 １ 番 地  

   名  称  社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  

   代 表 者  会 長  行 澤  睦 雄  

２  指 定 期 間  

   令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 

 

 

 

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  
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（ 参  考 ）  

団 体 の 概 要  

１  設 立 日  

   昭 和 ４ ８ 年 ４ 月 １ １ 日  

２  資 産 の 総 額  

   ２ ５ ５ ， １ ６ ８ ， ６ ９ ６ 円  

３  構 成 員 数  

   役 員 数  １ ６ 名 （ 理 事 １ ４ 名 ， 監 事 ２ 名 ）  

   職 員 数  １ ３ ６ 名  

４  目 的  

 伊 丹 市 に お け る 社 会 福 祉 事 業 そ の 他 の 社 会 福 祉 を 目 的 と す る

事 業 の 健 全 な 発 達 及 び 社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 の 活 性 化 に よ り ，

地 域 福 祉 の 推 進 を 図 る こ と 。  

５  事 業  

⑴  社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 企 画 及 び 実 施  

⑵  社 会 福 祉 に 関 す る 活 動 へ の 住 民 の 参 加 の た め の 援 助  

⑶  社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 に 関 す る 調 査 ， 普 及 ， 宣 伝 ， 連 絡 ，

調 整 及 び 助 成  

⑷  ⑴ か ら ⑶ の ほ か ， 社 会 福 祉 を 目 的 と す る 事 業 の 健 全 な 発 達 を  

図 る た め に 必 要 な 事 業  

⑸  保 健 医 療 ， 教 育 そ の 他 の 社 会 福 祉 と 関 連 す る 事 業 と の 連 絡  

⑹  共 同 募 金 事 業 へ の 協 力  

⑺  福 祉 相 談 事 業  

⑻  法 外 援 護 資 金 貸 付 事 業  

⑼  善 意 銀 行 に 関 す る 事 業  

⑽  福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業  

⑾  ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 振 興  

⑿  伊 丹 市 立 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー の 経 営  

⒀  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業  

⒁  相 談 支 援 事 業  
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⒂  障 害 者 就 労 支 援 事 業  

⒃  移 動 支 援 事 業  

⒄  手 話 通 訳 事 業  

⒅  緊 急 通 報 シ ス テ ム 事 業  

⒆  伊 丹 市 立 地 域 福 祉 総 合 セ ン タ ー の 経 営  

⒇  伊 丹 市 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  

 (21) 任 意 後 見 監 督 ， 成 年 後 見 監 督 ， 保 佐 監 督 及 び 補 助 監 督 の 事 務  

(22)  家 計 相 談 支 援 事 業  

(23) 家 計 改 善 支 援 事 業  

(24) 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業  

(25) 伊 丹 市 福 祉 権 利 擁 護 セ ン タ ー 事 業  

(26) 福 祉 サ ポ ー タ ー ポ イ ン ト 事 業  

(27) 日 本 赤 十 字 事 業 へ の 協 力  

(28) 伊 丹 市 民 生 委 員 児 童 委 員 連 合 会 事 業 へ の 協 力  

(29) そ の 他 こ の 法 人 の 目 的 達 成 の た め 必 要 な 事 業  
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